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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の区域変更を受けた 

委託役務業務及び物品調達にかかる取扱いについて 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた委託役務業務及び物品調達にかか

る取扱いについては、令和2年４月９日付け「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を

踏まえた委託役務業務及び物品調達にかかる取扱いについて」及び令和２年５月７日付け「新型

コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた委託役務業務及び物品調達の対応の延長

について」によりお知らせしたところです。 

このたび、令和２年５月21日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

について、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、本府についてはその措置が解除されまし

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和２年５月22日以降についても、これ

までの取扱いを継続することとしましたので、お知らせします。 
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